
◎特定都市河川浸水対策法第３０条雨水浸透阻害行為の許可と開発申請（市条例）との関係フロー図

埼玉県河川砂防課 県と締結後

県条例許可

雨水浸透阻害行為許可

対象面積 0.05ha未満 0.05ha以上0.1ha未満 0.1ha以上1.0ha未満 1.0ha以上

開発面積

事前相談 事前相談

雨水浸透阻害行為許可 春日部市

都市計画法３２条同意・協議 都市計画法３２条

雨水浸透阻害行為面積
が0.1ha未満

雨水浸透阻害行為面積が0.1ha以上

雨水浸透阻害行為非該当 雨水浸透阻害行為該当

雨水貯留浸透施設設計

小規模開発
事業

一般開発事業　締結 一般開発事業　締結 一般開発事業　締結

都市計画法２９条申請・許可 都市計画法２９条申請・許可

雨水浸透阻害行為許可　着手届・完了届

完了 完了 　雨水浸透阻害行為許可　完了検査　※雨水浸透阻害行為完了標識設置 ※条例・都市計画法検査あり

都市計画法検査は春日部市
雨水浸透阻害行為検査・
県条例検査は埼玉県

条
例
検
査

河川課

河川課

開発調整課

開発調整課

河川課

※事前相談の回答に基づき

※都計法に該当の
場合は別途協議が
必要です。

→埼玉県春日部市←

※条例のみ該当の場合あり
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